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建政部 建設産業課

解体工事業の経過措置終了に伴う届出について（重要なお知らせ）

現在、取得されている建設業許可（解体工事業）につきまして 「経過措、

置」が令和３年３月３１日に終了しますので、当該許可をお持ちの場合は、

①、②いづれかのご対応をお願いします。

「登録① 営業所の専任技術者のうち、別添記載の「対象者」については、

解体工事講習の受講」 資格取得後の「解体工事業の実務経験（１年もしくは

の要件を令和３年３月３１日までに備えることで、令和３年４月１以上 」）

日以降も引き続き解体工事に関する営業所の専任技術者となることができま

す。その上で、許可行政庁へ有資格区分変更の届出（例：一級土木管理施工

技士の場合、コード１Ｃを１３に変更）を提出してください。なお、別添記

載の「対象者」以外の資格取得者については、新たに解体の資格取得が必要

となりますので併せてご注意ください。また、主任技術者及び監理技術者と

なる場合についても、同様に要件を備える必要があります。

② ①の対応を行わない場合は、建設業許可（解体工事業）の廃業届を提出

してください。

、 、 。※変更届出がない場合 解体工事業の許可取消となるため ご注意ください

また、すでに届出済であり、行き違いとなっている場合はご了承ください。

【お問合せ先】

〒８１２－８５６９

福岡市博多区博多駅東２－１０－７

国土交通省 九州地方整備局

建政部建設産業課 建設業係

電話: 092-471-6331

FAX : 092-476-3511
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土地・建設産業局 建設業課

解体工事業者の方々へのご連絡です解体工事業者の方々へのご連絡です

解体工事の技術者要件に関する経過措置について解体工事の技術者要件に関する経過措置について

講習の受講等に関するご質問は、下記の実施機関へお問い合わせください。講習の受講等に関するご質問は、下記の実施機関へお問い合わせください。

申し込み等の詳細は各実施団体のホームページを参照ください。申し込み等の詳細は各実施団体のホームページを参照ください。

登録番号2号

一般財団法人 全国建設研修センター
TEL. 042-300-1743     URL http://www.jctc.jp/

登録番号1号

公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
TEL. 03-3555-2196     URL https://www.zenkaikouren.or.jp/

『登録解体工事講習』実施機関のご案内『登録解体工事講習』実施機関のご案内
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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の
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建設業の許可申請について建設業の許可申請について

許可行政庁　一覧 検索

経過措置対象となる技術者（とび・土工工事業の技術者）を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受け
ている場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格
者区分の変更届提出が必要です。変更届出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は
取り消し処分となりますのでご注意ください。詳細については、許可を受けた行政庁（都道府県庁または各地
方整備局）にお問い合わせをお願いします。

技術者要件について技術者要件について
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、｢解体工事業
の営業所専任技術者｣、｢監理技術者｣、｢主任技術者｣になるためには、｢登録解体工事講習（以下、講習）｣の
受講又は解体工事業の実務経験（1年以上）どちらかが必要です。講習の対象者は以下の方々です。

対象者対象者
●平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方が、｢特定・一般建設業の営業所専任技術者｣、
｢監理技術者｣、｢主任技術者｣になる場合

●平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士（種別：土木）、2級建築施工管理技士（種別：建築、躯体）の方が、｢一般建
設業の営業所専任技術者｣、｢主任技術者｣になる場合

●技術士法の２次試験（建設部門又は総合技術監理部門｢建設｣）に合格した技術士の方が、｢特定・一般建設業の営業所専任技
術者｣、｢監理技術者｣、｢主任技術者｣になる場合

※上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られません。
（新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です。）
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